
 

 

 

横須賀市 

「建築基準法」 

確認申請・中間検査・完了検査 

手数料一覧表 

［手数料条例 別表第７第１項関係］ 

 

 

１．建築物確認申請、中間検査、完了検査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．建築設備に関する確認申請、完了検査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

３．工作物に関する確認申請、完了検査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

４．建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 

を要する建築物の完了検査  ・・・・２ 

  

※本一覧表の用語については、「手数料条例別表７」の例による。 
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１．建築物確認申請、中間検査、完了検査 （建築基準法第６条、第７条、第７条の３関係） 

  （計画通知含む） 

  表１ 

床面積 確認申請 中間検査 
完了検査 

（中間検査なし） 

完了検査 

（中間検査あり） 

30 ㎡未満 15,000 円 24,000 円 24,000 円 23,000 円 

    30 ㎡ ～    100 ㎡ 28,000 円 28,000 円 30,000 円 29,000 円 

100 ㎡ ～    200 ㎡ 43,000 円 37,000 円 39,000 円 38,000 円 

200 ㎡ ～    300 ㎡ 48,000 円 42,000 円 44,000 円 42,000 円 

300 ㎡ ～    500 ㎡ 55,000 円 50,000 円 53,000 円 49,000 円 

   500 ㎡ ～  1,000 ㎡ 66,000 円 52,000 円 58,000 円 55,000 円 

1,000 ㎡ ～  2,000 ㎡ 93,000 円 70,000 円 78,000 円 75,000 円 

2,000 ㎡ ～  5,000 ㎡ 160,000 円 100,000 円 120,000 円 110,000 円 

 5,000 ㎡ ～ 10,000 ㎡ 280,000 円 160,000 円 190,000 円 180,000 円 

10,000 ㎡ ～ 30,000 ㎡ 370,000 円 210,000 円 240,000 円 230,000 円 

30,000 ㎡ ～ 50,000 ㎡ 460,000 円 260,000 円 300,000 円 290,000 円 

50,000 ㎡以上 900,000 円 530,000 円 610,000 円 600,000 円 

 

※「計画変更」、「移転」、「大規模の修繕」、「大規模の模様替え」又は「用途変更」の申請をする

場合は、当該計画の変更に係る部分、当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分

の 1/2 の床面積に該当する、表１に係る金額とする 

 

※「増築」の申請をする場合は、増築する部分の床面積に該当する、表１の金額とする 

 

 

２．建築設備に関する確認申請、完了検査（建築基準法第 87 条の４） 

（計画通知を含む） 

 表２ 

床面積 確認申請 計画変更 完了検査 

建築設備 17,000 円 10,000 円 21,000 円 

小荷物専用昇降機 8,000 円 5,000 円 13,000 円 

 

 

３．工作物に関する確認申請、完了検査（建築基準法第 88 条関係） 

（計画通知を含む） 

 表３ 

床面積 確認申請 計画変更 完了検査 

工作物 15,000 円 9,000 円 15,000 円 
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４．建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物の完了検査 

  （計画通知含む） 

 

  建築物省エネ法第11条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物及び、

建築物省エネ法施行規則第８条各号（※）に基づく、適合判定通知書を提出したものとみなす建築物に対す

る完了検査においては、上記表１の完了検査の手数料に、それぞれ下記の表に規定する手数料を加算する。

（基準省令第 10 条第１号に規定する工場等に該当する建築物を除く） 

 

※建築物省エネ法施行規則第８条第１号（建築物省エネ法第 16 条第１項に基づく大臣認定） 

             第２号（建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能向上認定） 

             第３号（低炭素促進法に基づく低炭素建築物新築等計画認定） 

① 一戸建て住宅 

表４ 

床面積 省エネ適判 完了検査 

全て 14,000 円 

 

② 共同住宅（共用部分の審査を要しない場合にあっては、共用部分を除いたもの） 

表５ 

床面積 省エネ適判 完了検査 

300 ㎡未満 21,000 円 

300 ㎡ ～ 2,000 ㎡ 35,000 円 

2,000 ㎡ ～ 5,000 ㎡ 67,000 円 

5,000 ㎡以上  100,000 円 

 

③ 工場等以外の非住宅部分の適合性判定申請手数料 

表６ 

床面積 省エネ適判 完了検査 

300 ㎡未満 19,000 円 

300 ㎡ ～  1,000 ㎡ 26,000 円 

1,000 ㎡ ～  2,000 ㎡ 38,000 円 

2,000 ㎡ ～  5,000 ㎡ 95,000 円 

5,000 ㎡ ～ 10,000 ㎡ 140,000 円 

10,000 ㎡ ～ 25,000 ㎡ 180,000 円 

25,000 ㎡以上 220,000 円 

 

※建築物省エネ法：建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 

※基準省令：建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 

※低炭素促進法：都市の低炭素化の促進に関する法律 


